
　※マイナンバー（個人番号）利用が平成２８年１月から始まったことに伴い、平成２９年度

　以後の個人の住民税の申告手続では、マイナンバーを記載していただくことになりました。

　詳しくは平成３１年度分市民税・県民税申告書記載上の手びきに記載しています。

　注意：添付書類は別添の添付書類台紙に貼りつけてください。

　平成３１年度分市民税・県民税申告書には貼りつけないでください。

※控の必要な方は、この申請書［控］にペンまたはボールペンで記入してください。
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